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告 示

高知県告示第 1号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 8条第 1項の規定による意見書の提出があったので、同

条第 3項の規定により次のとおり告示する。

令和 8年 1月 6日

高知県知事　濵田　省司

1　法第 8条第 1項の規定により香南市から聴取した意見（以下

「意見」という。）の対象となった届出に係る告示

令和 7年12月高知県告示第731号

2 　意見の対象となった届出に係る大規模小売店舗の名称及び所

在地

ドラッグコスモス野市西野店

香南市野市町西野字チノ丸774番 1 ほか

3　意見の概要

意見なし
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